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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

福
祉
・
医
療

保　
健

な
く
し
、
マ
ダ
ニ
類
に
か
ま
れ
な
い
よ

う
に
注
意
を
。

▽
裾
、
袖
、
襟
な
ど
の
締
ま
っ
て
い
る
服

や
ナ
イ
ロ
ン
製
の
服
は
、
マ
ダ
ニ
類
が

侵
入
し
に
く
い　
▽
山
な
ど
か
ら
帰
っ

た
際
、
マ
ダ
ニ
類
が
身
体
に
付
着
し
て

い
な
い
か
確
認
を　
▽
マ
ダ
ニ
類
に
か

ま
れ
た
場
合
、
無
理
に
取
ろ
う
と
せ
ず
、

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
早
急
に
皮
膚
科
な

ど
の
医
療
機
関
を
受
診
し
処
置
を
受
け

る
。
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
に

も
速
や
か
に
医
療
機
関
へ
受
診
・
相
談
を
。

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

北
九
州
市
の
ア
ス
ベ
ス
ト

無
料
健
康
診
査
の
ご
案
内

　
北
九
州
市
で
は
対
象
者
に

ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）に
よ
る

健
康
被
害
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
の
検
診
を
無
料
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

■対
平
成
１６
年
以
前
に
北
九
州
市
門
司
区

に
居
住
歴
の
あ
る
方
で
、
ア
ス
ベ
ス
ト

（
石
綿
）を
取
り
扱
う
仕
事
に
従
事
し
て

い
た
方
や
そ
の
家
族　
※
石
綿
に
関
す

る
労
災
補
償
該
当
者
か
健
康
管
理
手
帳

を
持
っ
て
い
る
方
は
対
象
外　
■申
８
月

３０
日（
金
）ま
で
に
、
北
九
州
市
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
課（
☎
０９３-
５２２-

８

０
７
１
）へ
。

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

肝
炎
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

■対
市
内
在
住
で
、
保
険
適
用
の
次
の
治

療
を
受
け
る
方　
▽
Ｂ
・
Ｃ
型
ウ
イ
ル

精
神
障
害
者
家
族
教
室

■対
精
神
障
害
者（
主
と
し
て
統
合
失
調

症
）を
抱
え
る
家
族
の
方　

■日
９
月
２９

（
日
）午
後
１
時　

※
全
５
回（
１０
、
１１
、

１２
、
１
月
の
各
月
１
回
）　

■所
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ　
■内
病
気
の
理
解
、
家
族

と
し
て
の
接
し
方
、
福
祉
制
度
な
ど（
医

師
の
講
話
な
ど
）　
■定
３０
人（
先
着
順
）

■申
８
月
１
日
～
９
月
２０
日
に
、
電
話
で

保
健
予
防
課
へ
。

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
４
１
９
）

エ
イ
ズ
検
査
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

■日
毎
週
月
曜
日
の
午
後

４
時
～
４
時
３０
分　
※

第
３
月
曜
日（
休
日
の

場
合
は
第
４
月
曜
日
）は
午
後
７
時
ま

で
延
長
。
午
後
４
時
３０
分
以
降
に
来
る

方
は
予
約
が
必
要　
■所
下
関
保
健
所
２

階　
※
匿
名
で
実
施
。
梅
毒
・
ク
ラ
ミ

ジ
ア
も
検
査
可　
※
結
果
は
一
週
間
後

以
降（
平
日
の
み
）に
直
接
口
頭
で
通
知

（
電
話
で
の
照
会
不
可
）

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

子
宮
け
い
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

積
極
的
勧
奨
の
差
し
控
え
に
つ
い
て

�　
厚
生
労
働
省
よ
り
、
当
面
の
間
、
子

宮
け
い
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
積

極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
る
よ
う
勧
告
が

あ
り
、
下
関
市
で
も
勧
奨
を
差
し
控
え

ま
す
。
当
該
予
防
接
種
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
有
効
性
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て

主
治
医
と
相
談
を
。
不
明
な
点
が
あ
れ

ば
、
保
健
予
防
課
に
相
談
を
。

■対
下
関
市
に
住
民
票
を
有
す
る
小
学
６

年
生
～
高
校
１
年
生
に
相
当
す
る
年
齢

の
女
子（
平
成
２５
年
度
は
平
成
９
年
４

月
２
日
～
１４
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）　

■所
市
内
の
予
防
接
種
実
施
医
療
機
関

■持
母
子
健
康
手
帳　

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

マ
ダ
ニ
類
に
よ
る
感
染
症
に
ご
注
意
を

●
草
む
ら
・
や
ぶ
な
ど
に
入
る
時
は
長

袖
・
長
ズ
ボ
ン
・
長
靴
の
着
用
を

　
山
口
県
を
は
じ
め
、

一
部
の
地
域
で「
マ
ダ

ニ
類
」が
病
原
体（
ウ
イ

ル
ス
）を
媒
介
す
る
と
考

え
ら
れ
る
感
染
症「
重

症
熱
性
血
小
板
減
少
症
候
群（
Ｓ
Ｆ
Ｔ

Ｓ
）」が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
病

原
体
は
、
以
前
か
ら
全
国
ど
こ
に
で
も

存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現

在
山
口
県
で
は
３
例
の
報
告
が
あ
り
ま

す
が
、
全
て
の
マ
ダ
ニ
類
が
病
原
体
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
マ
ダ
ニ
類
」と
は
、
家
庭
内
に
生
息
す

る
ダ
ニ
と
は
違
い
、
１
㍉
～
４
㍉（
吸

血
前
）の
大
型
の
ダ
ニ
で
、
主
に
森
林

や
草
地
な
ど
の
屋
外
に
生
息
し
、
近
く

を
通
っ
た
人
や
ペ
ッ
ト
に
付
着
し
ま
す
。

ペ
ッ
ト
の
散
歩
の
際
に
は
草
む
ら
な
ど

に
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
帰
宅
後
、
付

着
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
確
認
を
。

　
「
マ
ダ
ニ
類
」の
活
動
が
春
か
ら
秋
に

か
け
て
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
草
む
ら
や

や
ぶ
な
ど
に
入
る
際
は
肌
の
露
出
を
少

ス
性
肝
炎
で
、
根
治
目
的
の
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ロ
ン
治
療　
▽
Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
で
、
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療　

■内
▽
助
成
期
間
＝
１
年
以
内
で
、
治
療

予
定
期
間
に
即
し
た
期
間（
原
則
１
人
１

回
）　
▽
助
成
額
＝
１
カ
月
の
治
療
費
の

自
己
負
担
額
の
う
ち
、
限
度
額
１
万
円

（
上
位
所
得
者
は
２
万
円
）を
超
え
た
額

■持
①
治
療
受
給
者
証
交
付
申
請
書　
②

医
師
の
診
断
書　
③
健
康
保
険
証
の
写

し　
④
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

⑤
世
帯
全
員
の
市
県
民
税
課
税
証
明
書

の
写
し　
⑥
現
在
利
用
し
て
い
る
治
療

受
給
者
証
の
写
し（
更
新
、延
長
の
場
合
）

※
①
②
の
様
式
は
保
健
予
防
課
、
下
関

保
健
所
豊
浦
支
所
に
用
意　
■申
平
日（
祝

日
を
除
く
）午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５

時
１５
分
に
保
健
予
防
課
、
下
関
保
健
所

豊
浦
支
所
へ
。

■問
保
健
予
防
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

犬
・
ネ
コ
に
不
妊
・
去
勢
手
術
を

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う

　
犬
・
ネ
コ
の
不
妊
・
去

勢
手
術
料
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。
動
物
病
院
で
手

術
を
受
け
る
前
に
、申
請
を
。

■対
市
民
が
市
内
で
飼
育
中

の
犬
・
ネ
コ
、
飼
い
主
の
い
な
い
ネ
コ

■期
平
成
２６
年
２
月
２１
日（
金
）ま
で　
■内

条
件　
▽
市
内
在
住
の
方　
▽
犬
は
狂

犬
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
り
登
録
・
今

年
度
の
予
防
注
射
を
受
け
て
い
る
こ
と

▽
飼
い
ネ
コ
は
終
生
飼
養
が
約
束
で
き

る
こ
と　
▽
指
定
獣
医
師
に
よ
る
手
術

を
受
け
る
こ
と　
※
１
世
帯
１
頭
ま
で

■料
助
成
＝
１
件
４
０
０
０
円　
※
助
成

件
数
に
は
限
り
あ
り（
先
着
順
）　
■持
印

鑑
、
犬
の
鑑
札
・
狂
犬
病
予
防
注
射
済

票
の
各
番
号
の
提
示　
■申
動
物
愛
護
管

理
セ
ン
タ
ー
、
保
健
部
総
務
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
へ
。
※
動
物
愛
護

管
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
郵
送
に
よ
る
申
請

書
提
出
も
可　
※
指
定
獣
医
師
の
い
る

動
物
病
院
に
も
申
請
書
あ
り　

■問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
☎
２６３-

１

１
２
５
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
４
）　
▽
豊
田（
☎

７６６-

２
１
８
７
）　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０

１
７
）　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
５
）

犬
は
愛
情
と
責
任
を
持
っ
て

最
期
ま
で
飼
い
ま
し
ょ
う

●
飼
い
主
の
責
務
と
心
得

▽
近
所
に
迷
惑
を
掛
け
な

い
よ
う
に
飼
う　
▽
法
律

に
基
づ
き
犬
の
登
録
を

し
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る

（
鑑
札
と
注
射
済
票
は
首
輪
に
取
り
付

け
る
）　
▽
散
歩
の
と
き
は
リ
ー
ド
を

付
け
、
ふ
ん
は
持
ち
帰
る　
▽
人
を
か

ん
だ
ら
す
ぐ
届
け
出
る　

▽
犬
の
死

亡
、
飼
い
主
・
住
所
の
変
更
な
ど
は
届

け
出
る　
▽
子
犬
の
時
か
ら
し
つ
け
を

す
る　
▽
犬
小
屋
は
い
つ
も
清
潔
に
す

る　
▽
犬
が
失
踪
し
た
ら
す
ぐ
に
届
け

出
る　

▽
迷
子
札
を
付
け
る　

▽
不

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
る

■問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

�

（
☎
２６３-

１
１
２
５
）


